
京都市上下水道局告示第１０号 

水防法第１４条の２第２項の規定に基づき、浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定

区域として、次のとおり指定します。 

  令和８年５月２６日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

１ 指定の区域 

  別紙のとおり 

２ 浸水した場合に想定される水深 

  別紙のとおり 

（上下水道局下水道部計画課） 




